
 

総合職試験（院卒者区分）の受験資格のうち，(2)「最高裁判所が(1)に

掲げる者と同等の資格があると認める者」は，次に掲げる者とします。 

 

① 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学において医

学を履修する課程，歯学を履修する課程，薬学を履修する課程のうち

臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣

医学を履修する課程を修了した者及び試験年度の３月までにこれら

の課程のいずれかを修了する見込みの者  

② 学校教育法第１０４条第７項第２号の規定に基づき大学院に相当

する教育を行うと認められた課程を修了した者及び試験年度の３月

までに当該課程を修了する見込みの者  

③ 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５５条

第１項第２号から第４号までに規定する１８年の課程又は同項第４

号の２に規定する修業年限が５年以上である課程を修了した者及び

試験年度の３月までにこれらの課程のいずれかを修了する見込みの

者  

④ 学校教育法施行規則第１５６条第１号から第４号までの規定に基

づき，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及

び試験年度の３月までに修士の学位又は専門職学位に相当する学位

を授与される見込みの者  

⑤ 防衛医科大学校の教育訓練を修了した者及び試験年度の３月まで

に当該教育訓練を修了する見込みの者  

 

（注）試験年度とは，第１次試験の日の属する年度（４月１日から翌

年３月３１日まで）をいいます。  


